
 

 

 

香川県条例第20号 

香川県野営場条例の一部を改正する条例 

香川県野営場条例（昭和42年香川県条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（設置） （設置） 

第１条 略 第１条 野営場を次のとおり設置する。 

名  称        位  置 名  称        位  置 

 女木島野営場       高松市 

県民いこいの森野営場   略 県民いこいの森野営場   略 

 略  略 

  

別表（第６条、第７条関係） 別表（第６条、第７条関係） 

  県民いこいの森野営場及び大川山野営場 

 略   略  

  

附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 


